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「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」 

ワーキンググループ（第１４回） 

 

１ 日時 令和６年４月12日（金）10時00分～12時00分 

 

２ 場所 オンライン開催 

 

３ 出席者 

（１）構成員 

山本（龍）主査、石井構成員、落合構成員、曽我部構成員、水谷構成員、森構成員、 

山本（健）構成員 

（２）オブザーバー団体 

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会、一般社団法人新経済連盟、一般社団法人セーフ

ァーインターネット協会、一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構、一般社団法

人デジタル広告品質認証機構、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人電気通信

事業者協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会、一般社団法人日本ケーブ

ルテレビ連盟、一般社団法人日本新聞協会、日本放送協会、一般社団法人日本民間放送連盟、

一般社団法人MyData Japan、一般財団法人マルチメディア振興センター 

（３）オブザーバー省庁 

内閣官房、内閣府、警察庁、消費者庁、デジタル庁、文部科学省、経済産業省 

（４）総務省 

湯本大臣官房総括審議官、西泉大臣官房審議官、田邊情報通信政策課長、 

大澤情報流通振興課長、恩賀情報流通適正化推進室長、内藤情報流通適正化推進室課長補佐、 

上原情報流通適正化推進室課長補佐 

（５）ヒアリング関係者 

法政大学社会学部メディア社会学科 藤代教授 
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４ 議事 

（1）デジタル空間における情報流通の健全性確保に向けた国内外の検討状況 

（2）意見交換 

（3）その他 
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【山本（龍）主査】  それでは、定刻になりましたので、「デジタル空間における情報流

通の健全性確保の在り方に関する検討会」ワーキンググループ第１４回会合を開催いたし

ます。 

 本日も御多忙の中、当会合に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 議事に入る前に、事務局から連絡事項の御説明をお願いいたします。 

【髙橋係長】  事務局でございます。 

 まず、本日の会議は公開とさせていただきますので、その点、御了承ください。 

 次に、事務局より、ウェブ会議による開催上の注意事項について御案内いたします。本日

の会議につきましては、構成員及び傍聴はウェブ会議システムにて実施させていただいて

おります。本日の会合の傍聴につきましては、ウェブ会議システムによる音声及び資料投影

のみでの傍聴とさせていただいております。事務局において傍聴者は発言ができない設定

とさせていただいておりますので、音声設定を変更しないようお願いいたします。 

 本日の資料は、本体資料として、資料ＷＧ１４－１から参考資料ＷＧ１４－２までの５点、

用意をしております。万が一お手元に届いていない場合がございましたら、事務局までお申

しつけください。また、傍聴の方につきましては、本ワーキンググループのホームページ上

に資料が公開されておりますので、そちらから閲覧ください。 

 なお、本日は、石井構成員は途中で御退出予定と伺っております。 

 事務局からは以上です。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 本日の議事ですけれども、まず、レコメンデーションやアルゴリズムに関するルール整備

の諸外国動向調査結果紹介といたしまして、みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社か

ら御説明をいただき、構成員からの御発表といたしまして、曽我部構成員から御発表いただ

く。その後、有識者からのヒアリングとして、法政大学社会学部メディア社会学科の藤代先

生から御発表いただきます。それぞれの後に質疑の時間を設けるという形で進めさせてい

ただきます。 

 それでは、早速議事に入らせていただきます。まずは、諸外国動向調査結果紹介につきま

して、みずほリサーチの木村様から御発表をお願いいたします。御準備はいかがでしょうか。 

【みずほリサーチ＆テクノロジーズ（木村氏）】  山本先生、ありがとうございます。そ

うしましたら、今回、総務省様の委託事業の中で実施をさせていただきました諸外国動向調

査につきまして、みずほリサーチ＆テクノロジーズより御発表させていただきます。 
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 まず、今回の目次といたしまして、どのような調査を実施したかという調査概要をご説明

した後、主な調査対象とした米国、ＥＵ、中国の調査結果を御紹介し、その後、その他の地

域として、オーストラリアの御紹介をさせていただく進行とさせていただきます。 

 まず、調査概要です。今回、事業全体といたしましては、フィルターバブル現象が実際ど

のように起きているのかということを検証していくということを全体の趣旨としてござい

ます。そのために、全体を通しまして、広範な調査と、また、実証も実施をしているところ

です。 

 その中で、今回御紹介させていただく諸外国動向調査は、海外において、主にプラットフ

ォーマーが使用しているようなアルゴリズムでしたりとか、あとはレコメンデーション（推

奨）機能について、どのような懸念が持たれていて、どのような対策がされているのかとい

うようなことをきちんと把握していくということを通して、フィルターバブル現象にどの

ような問題があるのかだったりとか、どのように対応していくべきなのかというようなと

ころを考察の材料にしていくということを目的として実施をしたものでございます。 

 ほかにも、先行研究の調査であったりとか、また、シミュレーションを用いた実証という

ところも実施をしているところでございまして、そちらはまた別途、検討会の中で発表させ

ていただく機会もいただけるというふうに伺っております。 

 調査のステップといたしましては、まずいろいろな地域の状況を調査すると簡易調査と、

特に米国、ＥＵ、中国の３地域に絞りまして、詳細に調査する詳細調査の２段階を踏んで、

調査したところでございます。 

 資料５ページは全体的な調査概要をまとめたものでございますけれども、これからそれ

ぞれ詳しく御説明させていただくものですので、一旦スキップさせていただきます。 

 調査結果のサマリといたしまして、資料７ページに記載させていただいておりますけれ

ども、米国、欧州、中国それぞれで、やはりフィルターバブルであったりとか、アルゴリズ

ムに対する規制というものも実施されているようだというところが分かってきたところで

す。 

 特に共通して言えるのが、どこにおいてもアルゴリズムの安全性であったりとか、透明性

というものに対して強い意識があると、それを通して安全なオンライン空間の確立という

ものが目指されているようだというところが分かってきているところです。 

 一方で、これから順番に御説明させていただこうと思いますが、国ごとでそれぞれの固有

の事情というのもありまして、例えば、米国であれば、国の中にやはりメガプラットフォー
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マーというものが幾つも存在している状況で、そちらの産業をきちんと活かすというとこ

ろを維持しつつ、では、個人の権利が侵害されても良いのかと言われると、そうでもないと

ころでもあるので、その安全性とのバランスをどういうふうに取っていくかというところ

が問題になり、いろいろな議論がされているところです。 

 ＥＵにおいては、どちらかというと、外からのプラットフォーマーからどのようにＥＵの

域内の市民を守っていくか、権利を守っていくかというところが特に重点が置かれている

ようでございまして、そのために特に権利を守っていくというふうなところが強く打ち出

されている部分がございます。 

 一方で、それによって域内の企業も縮小してしまうというところは当然避けなければい

けないところもございますので、そちらでやはりＥＵの中でもどのようにバランスを取っ

ていくかというところで、繊細な調整というところがされているようです。 

 中国においては、個人の権利を守るというところももちろんございますが、より社会の安

定性を保つであるとか、国としてどのように治安を保っていくかというようなところに主

に重点が置かれているようでございまして、そのためにかなり法整備も迅速に行われて、オ

ンライン空間の安定性、安全性というものをしっかりと維持していこうという姿勢が見ら

れているところです。 

 以上が全体を通してこういった見えてきた傾向でございますが、具体的にそれぞれの国

がどうなっているかというところで、これから順番に御説明をさせていただこうというふ

うに思います。 

 まず、米国について、いろいろと調査をした中で言いますと、アルゴリズムに対して連邦

レベルで、かつ既に成立している法律のレベルで何か規制をしているというふうなところ

は現状確認ができていない状況です。一方で、州法のレベルでは決まっていたりとか、ある

いは、議会に提案されている法案のレベルでいろいろと議論もされているというふうな状

況が見えてきていますので、そういったところからいろいろと得られる示唆もあるのでは

ないかというところで、詳しく調査をさせていただいたところです。 

 その中で特に重視されているような論点といたしましては、まず、アルゴリズムの透明性

というところで、先ほども申し上げましたとおり、ユーザーをどのように守っていくか、偽・

誤情報やヘイトスピーチのようなものから守っていくかというところのために、アルゴリ

ズムをきちんと透明性を保っていくべきであるというところでしたりとか、また、ランキン

グシステムやコンテンツモデレーションによってユーザーが不利益を受けるというふうな
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ことも想定されますので、そういったものを避けていくために、透明性の要件であったりと

か、あとは、ユーザーに対してこういうオプションを提供しなさいというようなことが決め

られていたりとか、そういったものが見られているところです。 

 また、ユーザーの明確な意思によらないパーソナライゼーションということで、ユーザー

の個人情報がパーソナライゼーションに使用されているということに対する問題意識とい

うものも見られています。特に米国においては、連邦として包括的にプライバシー規制を定

めるような制度というのが、現段階では成立していない状況です。それに対して、個人のプ

ライバシー権というものをどのように扱っていくべきかと。個人情報を保護していくかと

いうところで、そちらも検討がなされているようです。 

 ３点目といたしまして、通信品位法第２３０条の問題というのがございまして、米国にお

いては、プロバイダ、プラットフォーマーが自分以外の者が発信する情報について大きな責

任を負わなくてよいというふうな、かなり広範な免責規定が定められているところです。 

 それに対して、あまりに、例えばテロを誘発するようなコンテンツを拡散してしまった場

合であったりとか、暴力的なものであったりとか、そういったものを拡散してしまった場合

には、やはりプロバイダも責任を持ってそれに対処する必要があるのではないかというふ

うなことで、例外規定を適用しない、免責を適用しないような場合があってもいいのではな

いかということの議論というのもされているような状況です。 

 資料10ページ以降に、具体的にどのような議論がされているかというところを記載して

おります。主に先ほどのお示しした３つの観点から整理をしておりまして、主に連邦取引委

員会（ＦＴＣ）が中心となりまして、アルゴリズムの透明性に関する要件を要求するような

ものであったりとか、また、通信品位法２３０条の問題もあるとおり、プロバイダに対して

こういった場合には責任を問うたほうがいいのではないかという議論であったり、また、個

人データの権利保護というところでは、例えば、カリフォルニア州においては、ＣＣＰＡや

Delete Actというもので守っていこうという法律が既に法律として制定されているような

ものもありますし、連邦レベルで申し上げますと、米国プライバシー保護法（ＡＤＤＰＡ）

と言われるものを筆頭に、こちらも議論中ではありますけれども、こういったものが連邦レ

ベルで必要ではないかというふうな議論もなされているところです。 

 ここからのページが、具体的にどういった内容になっているのかというところをまとめ

させていただいたものでして、今回、一つ一つ御紹介させていただくと、ちょっと時間の都

合もございますので、こちらは御参考として、もし御関心がある部分があれば、御確認いた
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だければというふうに思います。 

 続きまして、ＥＵ、こちらもやはりアルゴリズムの透明性であったりとか、オンライン空

間の安全性というところが重視されているところです。特にやはりＤＳＡの規定の中でも、

レコメンデーションに関する規定がきちんと設けられていたりというところもありますし、

ラビットホールの問題であったりとか、フィルターバブルというようなものに対しても意

識がされているような規定というのが見られているのが、ＥＵの一つの特徴かというふう

に思います。 

 また、パーソナライゼーションの問題は米国と同様にございます。もちろん米国と異なり、

ＥＵにおいてはＧＤＰＲという個人情報保護のための規則がございますが、それに基づい

てさらにユーザーの権利をどのように保護していくかというところについては、引き続き

いろいろな法律の中で具体的に検討がされている状況になっています。 

 最後、域内イノベーションの促進というふうに書いてございますけれども、AI Actがつい

最近、議会でも承認されたところですが、そこに至るまでの過程においても、かなり各国間

で議論があったというふうなところは、いろいろな報道であったりというところからも伝

わってきているところです。先ほど申し上げたとおり、海外からのプラットフォーマーから

域内の市民を守っていくというところで、規制が重要であるというところはありつつ、それ

によって域内の、特に規制に対応していくことが難しい中小企業等が、規制によって押し潰

されてしまうのではないか、事業の継続が難しくなるのではないかというようなところの

懸念というが指摘されているところです。そうした中で、例えば、AI Actの中では、サンド

ボックス環境を優先的にスタートアップや小規模提供者にアクセスできるような形で提供

していきますというようなものであったり、そういったところでどのように規制というも

のと域内の産業をきちんと育てていくというところを両立させていくかという観点からバ

ランスを取った規制がしかれているという状況です。 

 ＤＳＡにつきましては、今回、どのような法令かというところを改めて詳しく御説明する

必要はないものと思います。ＤＳＡの規定の中で、特にアルゴリズムに関わる部分がどのよ

うになっているかというところに絞って御説明させていただきますと、まず２７条におい

て特にレコメンドシステム、条文中では「Recommender System」というふうな表現になって

いますけれども、どのようなパラメータを使っているかということをきちんと明示しなさ

い、それから、パラメータを変更するような選択肢というものをきちんと分かりやすい言葉

で伝えなさいというふうなことが規定されているところです。 
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 また、３８条においては、ＶＬＯＰやＶＬＯＳＥを対象にいたしまして、２７条の規定に

加えて、プロファイリングに基づかないレコメンドのオプションというものを提供すると

いうことを求めているところです。 

 ３４条と３５条は、全体的なシステミックリスクのアセスメントと、リスク軽減に関する

条文ですけれども、その中でも、ここはその中から抜粋させていただいたものですけれども、

レコメンドシステムについてのリスクの分析であったりとか、それの緩和というふうなも

のを３４条、３５条の中でも触れられているようなところになっています。 

 実際に、このＤＳＡに基づいたＲＦＩ（情報提供要求）であったり、また、正式な調査手

続というところが既に何件か実施されているところです。その中でも、アルゴリズムに関す

るものというのも何件かございまして、例えば、Ａｍａｚｏｎに対してはリスクアセスメン

トと緩和措置の観点で、レコメンドシステムがきちんとこういったリスク評価、軽減措置し

ていますかというところについて、ＲＦＩにより情報を求めているようなところもござい

ます。 

 また、ＴｉｋＴｏｋやＡｌｉＥｘｐｒｅｓｓについては、既にＲＦＩを終えて、正式な手

続に入っているところですけれども、その中でもラビットホールを中心としたアルゴリズ

ムに起因する問題、リスクに対しての対応状況であったりとか、下のところで申しますと、

ＡｌｉＥｘｐｒｅｓｓにおけるレコメンデーションシステムにおいてどのようなパラメー

タの透明性を確保しているか、プロファイリングに基づかない選択肢を提供しているかと

いうところの遵守状況について調査が行われているというところで、規定がされていると

いうだけではなくて、実際に執行の面においてもアルゴリズムに関連するようなＲＦＩや

調査というものが既に行われているような状況です。 

 資料34ページ以降は御参考としまして、全体として、今のところどのようなＲＦＩであっ

たりとか調査手続というものが行われているかというところを全体的にまとめさせていた

だいたものになっています。 

 また、AI Actを後ろに掲載させていただいております。AI Actについては、まだ規定が決

まったばかりというところもありまして、これが具体的にどのように適用されていくかと

いうところはまだこれからの状況ではございます。ただ、AI Actにおいては、特徴としてＡ

Ｉシステムというものがかなり幅広く定義されているというところが一つの特徴でござい

まして、この辺りが、プラットフォーマーの持つレコメンデーションシステムによってどの

ようにこれが適用されていくのかというところは、ちょっと現時点でこうとは言えない部
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分ではあるんですけれども、まだ引き続きこちらは見ていかないといけない部分ではあろ

うというところで、AI Actについても記載をさせていただいているところです。 

 ３つ目の地域といたしまして、中国ですね。こちらはインターネットの安全性というとこ

ろは、米欧と同じような状況でございます。ただ、特にアルゴリズムによって差別が発生す

るのではないかとか、依存症が発生してしまうのではないかというところで、この規定の中

で未成年者への配慮であったり、高齢者への配慮というようなものが明文化されて、独立し

た条文として記載されているというところが一つの特徴かなと思います。 

 また、社会主義体制の堅持というところで、まず、情報空間やオンライン空間が国家安全

保障に直結するという観点から、強固なガバナンスを構築していくことが目指されていま

して、特にイデオロギーの堅持であったり、社会的公平性の堅持だったりというところが目

指されているところです。そのため、こういったものは情報は流してはいけませんというも

のももちろん規定されていますし、逆に、こういった規定は積極的に広げていきましょうと

いうふうな推奨事項も記載されていたりもするところです。 

 また、ガバナンスの体制というところで、やはりオンライン空間がなかなか複雑な空間に

なっている中で、市場と政府の二項対立ではなくて、もっとプレーヤーとしてきちんと整理

をしていく必要があるところ、中国はほかの地域にも先駆けてこういったガバナンス体制

をしいていたりとか、それを規則に落とし込むという動きを、特にこうした社会的な影響が

大きいような技術に対しては、迅速に取っていることも、一つの特徴になってございます。 

 ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンス規定は、全体的にネットワークガバナンス

をきちんと整備をしていきましょうというふうなところの規定になってございまして、そ

れを受けて、具体的にアルゴリズムやレコメンデーションに対する規定を行っているのが、

インターネット情報サービスのアルゴリズム・レコメンデーション管理規定（ＩＩＳＡＲＭ）

と呼ばれる規則になってございます。 

 こちらも、ＤＳＡと同じように２段階で構成されていまして、広くオンラインサービス、

インターネットの情報サービスに適用されているような規定もございますし、その中でも

特に世論属性または社会動員能力を有するようなアルゴリズム推薦サービスというような

ものについては、特別に申請を求めたりとか、安全性評価を求めるというような、特に強い

規定が行われているところです。 

 申請された内容というものは公表されていまして、１２月時点で１３２の事業者が公表

されているのですが、全て資料に載せるとちょっと大変なことになってしまいますので、代
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表的な、特にサービス数が多く申請されていた事業者を掲載しているところです。例えば、

微信（ＷｅＣｈａｔ）を提供している腾讯（Ｔｅｎｃｅｎｔ）が一番上に来ていたりとか、

あとは、百度（ｂａｉｄｕ）であったか、また、ここには掲載し切れていないんですけれど

も、微博（Ｗｅｉｂｏ）であったりとか、ＴｉｋＴｏｋの中国の国内版である抖音（Ｄｏｕ

ｙｉｎ）だったりとか、そういった事業者もこうした対象に含まれているところになってい

ます。 

 ３つの地域を御説明させていただきまして、最後、その他の地域といたしまして、オース

トラリア、こちらも簡単に御説明させていただければというふうに思います。御存じのとお

り、通信法の改正というところで、ＡＣＭＡに対していろいろな権利が与えられていますと

いうふうなところでしたりとか、また、行動規範、これはＤＩＧＩという非営利の業界団体

が主導している行動規範ですけれども、そちらでも新たに２０２２年度の更新において、新

たにレコメンデーションに関するコミットメントというものが追加されている状態です。 

 ただ、ちょっと現状、透明性レポートの中で各社が公表しているものにはそこがまだ基本

的には反映されていない状態なので、そこはまた、今年以降、どのように対応してくるのか

というところは、引き続き注視が必要な状態です。 

 また、eSafety Commissionerという、国家としてオンライン空間の安全性を維持すると

いうところを所管するような部署でございますけれども、こちらがポジションステートメ

ント、すなわち拘束力のある規則ではないものの、機関として立場の業界への提言を示す文

章を発出しておりまして、レコメンデーションシステムは便利だけれどもエコーチェンバ

ーやフィルターバブルというふうな悪影響というものも懸念されますというところを指摘

し、オンライン業界に対しては、こういったものがどのような影響を与えるかというものを

理解して、それをユーザーに対してきちんと情報提供していきましょう、ユーザーを保護し

ていきましょうというふうな提言もなされているような状況になっているところです。 

 少し駆け足になってしまいましたが、御説明は以上とさせていただきたいと思います。あ

りがとうございます。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございました。 

 それでは、大体１０分ぐらいですけれども、質疑応答の時間とさせていただきます。御質

問、御意見のある方は、チャットでお知らせいただければと思います。いかがでしょうか。 

 それでは、生貝さん、落合さんですね。まずは生貝さん、お願いいたします。 

【生貝構成員】  大変重要な調査、ありがとうございました。３点ほど簡単にコメントと
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意見という形でさせていただきます。 

 まず、１点目といたしましては、アメリカの様々な個別の法令や法案、これら非常に重要

で、また、同時に他方で、アメリカですと、やはりＦＴＣ法５条、ＦＴＣの様々なエンフォ

ースメントですとか、ルール策定というのが重要な役割を果たしている。例えば、去年もま

さにアルゴリズムのフェアネスに関するエンフォースメントと、それに関わる様々な声明

なんかが出されたりもしているところでございますし、やっぱり個別法というより、かなり

５条で頑張っているアメリカの状況というものも少し見てみても面白いのかなというのが

１点目でございます。 

 それから、２点目といたしまして、アルゴリズムの透明性等に関しては、法制度等の枠組

みも重要なんですけれども、やっぱり実際にそれを様々な形で実証的に観察する様々な努

力というのが同様に重要なんだろうといいましたときに、ちょうど最近もミネソタのウッ

ドフォーゲルが８００万の検索の結果のデータを用いて、検索結果にどういったバイアス

ですとか偏りがあるのかみたいなことを調べていたり、また、アメリカですと、やっぱりメ

ディアが研究者と協力して、そういう実証データを外形的に観察可能なところを一生懸命

集めて、それでアルゴリズムというか、検索結果の挙動なんかを調べていたりといったよう

なことも様々な形でやられている。そういう民民の努力といったようなところも、特にアメ

リカを見る上では重要なのかなというふうな認識が２点目でございます。 

 ３点目ですと、デジタルサービス法について例えば触れていただいた中で、やはり個別に

アルゴリズムに焦点を当てた規定というのが重要でありつつ、他方で、まさにヨーロッパの

アルゴリズミックトランスパレンシーセンターのトップページなんかに行くと、デジタル

サービス法４０条の研究者データアクセスのことが非常に強調されている。あれというの

は何かというと、まさに研究者等が、やはりある程度クローズドなデータを受け取って、そ

ういうアルゴリズムの挙動なんかもしっかりと観察して、検証していったりすることがで

きる仕組みとしてあの規定を置いていたりするところ、そのことが、どうやってそういう研

究やある種のオーディットというものを機能させていくかというのが大変重要なのかなと

思いました。 

 取りあえず、以上、３点でございます。ありがとうございます。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 それでは、みずほ様、お願いいたします。 

【みずほリサーチ＆テクノロジーズ（木村氏）】  ありがとうございます。３点とも大変
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貴重な御指摘であったかというふうに思いますので、引き続きいただいたコメントも踏ま

えまして、いろいろと我々として調査させていただきたいなというふうに思います。ありが

とうございました。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 生貝さん、いかがでしょうか。何か加えることがあればと思いますが。 

【生貝構成員】  特にございません。僕もよく研究してまいりたいと思います。 

【山本（龍）主査】  生貝さんの御質問、とても重要だと思いました。アルゴリズムの透

明性といったときに、それが誰に、どういう目的で見られることを想定しているのか。いろ

いろな目的が多分あると思うんですけれども、最も実践的に重要な目的が何かというとこ

ろなんですけど、今のお話だと、例えば、メディアがそういった透明化されたデータに基づ

いてアルゴリズムの挙動を調査する、要するに、一般のユーザーというよりも、そういう専

門知識を持った人たちがそれをもって適切な挙動がされているかどうかをモニタリングし

ていくための透明性のような話なのか、それとも、ユーザーの自律的、主体的な情報の選択、

摂取みたいなことを、自己決定を実現するための透明性なのかみたいな、ちょっといろいろ

あるかなと思ったんですけど、この辺、生貝さん、どうですか。 

【生貝構成員】  まさしく両方のレイヤーでの透明性というのが極めて重要なんだと思

います。それはやっぱり事業者様自身でやっていただく両方に向けた透明性というところ

もありますし、やっぱりしっかりと研究者なり、あるいはそれを専門とする機関が、データ

に基づいた透明性をちゃんと消費者一般に届けていくというルート、その両方の努力とい

うのが様々な形でされているという、僕自身は理解でいるところでございます。 

【山本（龍）主査】  なるほど。ありがとうございます。多分、それによって何を透明化

するのかとか、透明化する粒度というんですか、そういうものが変わってくるように思いま

した。要するに、一般のユーザーにアルゴリズムの細かい数式的なところを見せても理解で

きないわけで、目的との関連で何をどこまで透明化すべきかということが決まってくるよ

うな気もいたします。みずほ様には、その辺り少し意識して、今後、調査をいただけると大

変ありがたいなと思います。ありがとうございます。 

【みずほリサーチ＆テクノロジーズ（木村氏）】  ありがとうございます。 

【山本（龍）主査】  じゃ、落合さん、よろしくお願いいたします。 

【落合構成員】  どうもありがとうございます。私のほうも、生貝先生と若干かぶるよう

なところがありまして、リンクのほうにも張らせていただいたのですが、やはり米国におい



 -13- 

ては、連邦レベルでＦＴＣ法の果たしている役割はかなり大きいと思っております。チャッ

トのほうに張らせていただいたのは、例えば、フェイクニュースの関係で、広告だったり、

レビューに関する不当な記載などに対するガイドラインです。また、ＡＩに関するものも、

若干古いものですが、すぐ見つかったものを張らせていただきましたが、ＦＴＣのほうでも、

個別の執行事例も公表していることと併せて、重要なテーマについては、こういったガイド

ラインや、もしくは幹部クラスの講演録などの中で姿勢を示していることが多くあろうか

と思います。実際に執行した例などについては、それなりにディスクローズされている場合

もありますので、そういうものを見ていくと、連邦レベルについてはさらに深めていくこと

ができるのではないかと思いました。 

 第２点としましては、データ法制の関係でございます。米国のほうでお調べいただいてい

て、連邦レベルでなかなか成立しないことは、よく日本でこの分野を見ている人たちもよく

見ているところです。一方で、直近の動きとしては、州法レベルで、各州法で取組が進めら

れているものがかなり出てきていると思いますので、十幾つというか、２０ぐらいになって

いるかもしれないですが、それくらいの州で法整備がされてきているところもあろうかと

思います。ＣＣＰＡが基本的にはかなり厳しい部類であることは間違いないと思いますが、

一方で、各州ごとにそれぞれ違った視点でいろいろ議論されていることもありますので、カ

リフォルニア州以外も、うまく調査として設計ができるのであれば、参考になる可能性もあ

るかと思っております。 

 また、ＥＵのＤＳＡの関係についても、直近の情報要求をしている例も含めて、おまとめ

いただいたことは非常によかったと思っております。今回の調査の対象では必ずしもなか

ったとは思いますが、英国などでどうしているかも、今後、調べることについては、意味が

ありそうに思いました。 

 私のほうから、気づき事項で今の３点でございます。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 みずほの木村様から、何か今の落合さんからのコメントで御回答いただけるところがあ

ればと思いますけれども、いかがでしょうか。 

【みずほリサーチ＆テクノロジーズ（木村氏）】  ありがとうございます。いずれも今後

の調査に向けての貴重なアドバイスをいただいたというふうに受け止めております。特に

英国については御指摘をいただいたとおりでもありますし、特に最近、動きが激しいところ

でもありますので、ぜひこれからも引き続き英国の動きについては、しっかりウオッチして
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いきたいというふうに我々としても考えているところです。ありがとうございます。 

【落合構成員】  ありがとうございます。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 ほかの方はいかがでしょうか。もう少しだけ時間はあるかなと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 差し当たり、今はお手が挙がっていないように見えますけれども、そうしましたら、時間

もまた後でいろいろと質疑応答もあるかと思いますので、一旦、みずほ様からのプレゼンの

ステージはここまでとさせていただきたいと思います。みずほ様におかれましては、必要な

取組について、今後具体的な検討に入っていくと思いますので、今日いただいた指摘、コメ

ントを踏まえて、引き続き調査をいただければと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、曽我部構成員から御発表をお願いしたいと思うんですが、いかが

でしょうか。 

【曽我部構成員】  はい。では。 

【山本（龍）主査】  それでは、よろしくお願いします。 

【曽我部構成員】  このワーキンググループ構成員で、京都大学の曽我部と申します。よ

ろしくお願いします。 

 私のほうから、「「情報流通の健全性」と憲法」というタイトルで、２０分ぐらいお話をさ

せていただきます。 

 今から、聞き慣れないことも含めて、いろいろと個人的に最近思うことをお話しさせてい

ただきます。こういう個人的に思うことをこういう場でお話ししていいのかということも

あるかと思うんですが、ひとまずお許しいただくとして、一番上の丸のところ、こちらをま

ず明確にしておきたいと思います。 

 要は、本検討会の方向性――方向性自体いまだ不明確なところはあるのですけども、いず

れにしても、本検討会の問題意識と全く異なることを主張したいというのではなくて、そう

いった問題意識が憲法的に見ても適切なのではないか、あるいは裏づけができるのではな

いか、そういう私論を申し上げたいということが全体としてまず申し上げたいことになり

ます。 

 以下、幾つかの点について御指摘申し上げるわけですが、その概要として、３ページの下

のところに５点ほど挙げているところになります。１点目、情報流通の健全性に国家が配慮

することは、憲法上の責務なのか、単なる政策判断なのかという点。２点目として、情報流
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通の健全性と憲法的価値の関係はどのようなものかという点。３点目として、国家による情

報空間への介入にはどのような局面があるかという点。４点目として、介入を受ける側とし

て介入の余地を認めるような表現の自由の再構成は可能かという点。こちら、若干補足しま

すと、国家が情報空間への介入を行うことは、憲法上の責務と言えるのではないかという話

をこれからするわけですけれども、他方で、介入を受ける側には表現の自由がありますので、

表面の自由の観点から見ても、一定の国家介入の余地は許容されるのではないかという、介

入する側と介入される側の両面から少し議論ができればということになります。 

 最後の５点目として、介入を可能にする国家の能力の問題ということも、重要なこととし

て申し上げたいと思います。これは先ほどみずほリサーチ＆テクノロジーさんの御報告に

もあったところで、当局が様々な情報空間の問題について調査をするというような点はこ

の５点目と関わるということかなと思います。 

 デジタル立憲主義というところから始めたいのですが、４ページの１点目にありますよ

うに、ヨーロッパを中心に、デジタル立憲主義と呼ばれる研究動向が最近活発化しておりま

す。検討会の構成員でもあられる山本健人先生、それから山本座長も含めてですけれども、

日本の憲法学からの関心も寄せられつつあります。 

 ２点目、デジタル立憲主義の議論はいまだ拡散気味です。いろいろな方がいろいろなこと

を言っているという状態なのですけれども、ただ、共通点としては、立憲主義の価値をデジ

タル情報空間の基本原理とするということを主張するということがあります。 

 ３点目ですが、立憲主義の価値をデジタル情報空間の基本原理というふうな形で実現す

るためのアプローチに関しても、諸説が入り乱れているというのが現状のようです。山本健

人先生の御紹介によると、４つほど紹介されていまして、そのうち３つをここで取り上げて

おります。 

 まず、次の５ページの①、デジタルプラットフォームなど私的主体、民間アクターに憲法

を直接適用すべきだという議論があります。①の下のコメント、こちらは山本先生の整理で

はなくて私個人のコメントですけれども、次のようなことを指摘しております。すなわち、

①のアプローチは、少なくとも日本国憲法の解釈としては困難であろう、したがって、憲法

改正が必要なのではないかという点。それから、仮に憲法改正、あるいは憲法解釈で憲法を

直接適用するということになったとしても、その義務を執行するのは結局のところ国家と

いうことになりますので、国家の関わりというのは欠かせないだろうということ。それから、

「また」というところですけども、これは大変私個人としては重要なことだと思っていまし
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て、国家は原理的に制約されている。社会契約の物語があって、それに基づいて、国家とい

うのは本質的に権限が制約された存在であるのに対して、デジタルプラットフォームとい

うのは民間アクターですから、原理的に立憲主義に服するとか、あるいは原理的に自由には

限界があるとかする根拠はないだろうということ、これは理論的には非常に重要なことだ

と思います。せいぜい、影響力が大きいので公共性があり、したがって一定の制約は甘受し

ないといけないのではないかというような議論は可能だと思いますが、その程度のもので

あろうということです。 

 ②ですが、国家の法律による私的主体の統制を検討する議論ということで、現在、通常取

られているアプローチはこちらです。日本でも、ＤＰＦ透明化法であるとか、あるいは、現

在国会に提出されております情プラ法案とか、様々なものがあるところですが、ただ、これ

は日本国憲法との関係性が明らかでない。つまり、現状の立法は政策として行われているも

のであって、憲法上の要請なのかどうかということは必ずしも明らかにされていないとい

うことですが、今回はこの点を掘り下げたいと思っております。 

 ③は、私的主体の自主規制の評価軸として立憲主義の価値を用いる議論ということで、実

際にデジタルプラットフォームが行っているコンテンツモデレーションであったりとか、

アルゴリズムなどが、立憲主義の価値からして評価に値するものかどうか、そういう評価軸

として立憲主義というものを用いるという議論もあるようであります。これは、日本では先

般行われていましたプラットフォームサービス研究会によるモニタリングなどは、実際上、

結果としてこれに近い役割を果たしていたと評価できるかもしれません。 

 その上で、６ページの情報流通の健全性とデジタル立憲主義の関係ということなのです

が、上の部分、事務局のご提案に係る情報流通に関わる基本理念案というものが本検討会で

既に提出されておりますが、それを見ますと、個別に読み上げませんけれども、表現の自由

以下、資料にあるような項目が挙がっております。 

 これに対して、デジタル立憲主義においては、６ページ下のところですけれども、山本健

人論文によれば、法の支配、権力分立、基本的人権の保障、民主主義を立憲主義の価値の基

礎とするパラダイム自体の変更を主張するわけではないとありまして、要は、デジタル立憲

主義、情報空間の立憲化というときにも、法の支配、人権、民主主義といった価値がデジタ

ル立憲主義の要請するところであろうということからすると、事務局の基本理念案とデジ

タル立憲主義から導かれる理念というのはかなり重なりがあるだろうということです。 

 そうしますと、一番下のところですけれども、情報流通の健全性に向けての取組というの
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は、デジタル立憲主義の実現に向けた取組というふうに評価、捉えることができるだろうと

いうことであります。 

 ７ページにあります次の話題ですが、情報流通の健全性に国家が配慮することは、憲法上

の責務なのか、単なる政策判断なのかという問題です。私見としては、単なる政策判断では

なく、憲法上の責務だというふうに理解すべきではないかと考えておりますが、これについ

て述べております。 

 まず１点目、伝統的な憲法論では、表現の自由の尊重のため、情報空間への国家の介入は

最小限にすべきだと考えられてきました。国家は介入をしてはならないということが強調

されてきたわけです。 

 ２点目、私見では、情報流通の健全性確保、あるいはデジタル立憲主義の実現に向けた国

家の取組が憲法上の責務であるとする考え方への転換を目指すべきであろうということで

す。 

 理由として挙げているのが２点ありまして、１つは、自由放任主義の下では、情報空間の

無秩序化が進行して、様々な問題が生じているということです。これは本検討会の問題意識

ですので、これ以上御説明の必要はないかと思います。 

 ２つ目は、こういった問題に対処するため、あるいはデジタルプラットフォームに対抗を

していくというときに、それができる存在というのは、国家あるいは国家の連合体のみであ

りまして、それに期待されるところが大きいということ、また、表現の自由に触れることも

ありますので、情報空間への介入が任意の政策的要請であるにとどまらず、憲法上の責務で

あるという、そういう主張を組み立てていく必要があるだろうということです。 

 次の８ページですが、そうしますと、では、日本国憲法の解釈として、どのような情報空

間への介入が国家の責務だという主張ができるのかということです。いろいろな議論が可

能だと思うんですが、ここでは知る権利の観点から少し述べたいと思います。 

 ２ポツ目のところ、「知る権利」とあるところの小さいポツのところを御覧いただきます。

まず１ポツ目、個人が生存をし、自己実現をし、民主政に参加することができるための情報

を得る権利が保障されている。２ポツ目、このことは、情報空間にこうした情報が供給され

ている状態を確保することが国家の憲法上の責務であるというふうに言い換えることがで

きるだろうと思われます。 

 ３つ目ですが、これはちょっと余談ですけれども、かつて通説を形成すると呼ばれていた

論者である芦部先生も、放送制度に関わってということですが、これに近い考え方を示して
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いたということもあります。 

 ４つ目も、これも副次的な話ですけれども、学問の自由とのパラレルというのもあるだろ

うというふうに思っております。と申しますのは、要するに、学問研究というのは基本的に

不採算事業なわけですね。不採算事業だけれども、しかし、社会的に有益であるということ

で、憲法は大学というものを設置して、学問研究の成果を社会に還元することができるよう

にするということを国家に求めているわけです。 

 近年明らかになってきたことは、報道というのも本質的に不採算事業であるということ

ですので、そうしますと、学問研究と報道というものに関して、ある種のパラレルというも

のが成立するのではないかということです。 

 そういったことで、８ページ下の矢印のところですけれども、現行憲法の解釈としても、

情報空間への介入を憲法上の責務だとする解釈はできるのではないかということです。た

だし、情報空間への介入といっても、直ちに内容規制が広く許されるという趣旨ではありま

せんで、例えば、このワーキングのメンバーであられる水谷先生が環境アプローチというよ

うなことをおっしゃっているようなことが参考になるだろうということです。 

 次に、９ページの表現の自由の側からの基礎づけの問題ということに移るのですが、時間

の関係で簡略で行きますが、例えば、表現の自由論の再構成というのができるのではないか

ということです。１ポツ目だけを見ますと、思想の自由市場論は、国家の不介入要請として

の表現の自由を基礎づける伝統的・有力な論拠でありますが、今日では妥当性が失われてき

ているのではないかということです。思想の自由市場論には一定の前提があったわけです

けれども、その前提が妥当しなくなってきておりまして、そうだとすると、国家の不介入と

いうものがそれほど強い要請ということではないのではないかということであります。 

 それから、２番目、３番目は省略いたしますが、９ページ下のところにあります通り、表

現の自由に関わる諸論点を改めて見直しつつ、国家介入の限界を再考する作業というのが、

これは学説にということですけども、求められていると思われます。 

 次に、話が変わりまして、１２ページの国家介入の局面・方法ということに移りますが、

上の１ポツ目、介入が憲法上の責務だというふうに先ほど申し上げたところですが、その手

段自体は憲法上特定されておりませんで、手段の選択の余地は政策的に様々あるだろうと

いうことです。ただし、柱となるのは、デジタルプラットフォームへの規制と基本的情報の

供給確保といったところではないかというふうに私個人は考えております。 

 そこで、ＤＰＦ規制のところですけれども、小さい１ポツ目、情報の非対称性ゆえ、共同
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規制、マルチステークホルダープロセスでありますとか、あるいは、先ほど話題になりまし

た透明性・アカウンタビリティといった手法が中心になるかなと思います。 

 ただし、学説の中には、デジタルプラットフォームと協約を結べという主張もありますが、

私個人はこうした主張は支持しておりません。協約というのは一つの規制手段ではあると

思いますが、とにかくあくまで国家規制の手段としてのそれであるべきで、何か国家間の条

約のようなイメージで、対等のパートナーが自発的に協力するというイメージではないの

ではないかというふうに思っております。ですから、手法としては、協約であったり、行動

規範であったり、そういったことは全く否定されませんけれども、あくまで国家の側の介入

の一手法という形で理解すべきだろうと思われます。 

 ２つ目の柱の基本的情報の供給確保というところですが、１３ページになります。これは

要するにメディアの問題でありまして、いろいろ書いているのですけれども、新聞・放送を

代表とするメディアの機能確保のための政策的配慮というものが必要であろうということ

です。その中でも、ＮＨＫの問題であったり、そういったことについて適切な制度設計が必

要であろうということです。 

 それから、メディアの多元性の確保ということですが、この点を今日問題にするときには、

とりわけ存続可能性ということを重視しなければならないだろうと思われます。こちらも

この検討会ではあまり話題になりませんが、ＥＵではメディア自由法等々、メディアの多元

性を維持するための様々な施策が展開されているということも申し上げたいと思います。 

 最後ですが、国家の規制能力の強化という点について申し上げます。１４ページの１ポツ

目、情報空間の立憲化に向けた役割を国家に期待するのは、国家が公権力を独占するなどし

てその能力があるはずであるからであるとしております。また、国家は立憲主義や民主主義

の観点から統制に服する存在であるからです。 

 ２ポツ目、こうした役割を果たすためには、規制能力といっても様々ありますが、専門的

知見であるとか調査能力であるとか、その他もろもろが求められます。私個人が以前行った

発言を持ってきていますが、情報空間全体の問題を常にウオッチしていて、言わばプロアク

ティブに問題を認知し、問題を解決していく行政の能力が求められるということです。例え

ば、先ほどみずほリサーチ＆テクノロジーさんの御報告にもありましたが、情報空間の問題

について、各国では既に様々な施策が展開されているわけです。日本は今それを見て議論し

ているということですから、なかなかプロアクティブ性において考えさせられるところが

あるというようなことが、先ほどの御報告との関係では思われるところです。 



 -20- 

 ３つ目、しかし、現在の日本には、リソース不足のため、実体的な規制もそれに規定され

ているとあります。例えば、ＤＰＦ取引透明化法では、官民協議会を設けておりますが、こ

れは積極的に対話を促すという積極的な基礎づけも可能ではある一方で、強力な制裁をす

るということが行政の体制としてできない結果、官民協議会のような形しか、実際上、政策

として展開できない。そういう側面もあるかと思います。 

 その下に書いてあることとしては、仮に強力な規制立法を行っても、それを発動し訴訟に

耐える調査能力が十分でない結果、事業者の自主的な取組を頼らざるを得ない。そういう側

面もあるのではないかということで、リソース不足が実体的な規制を規定する。そういう側

面も否定できないではないかと思います。 

 ＥＵも自主規制も取り入れているわけですけれども、その背後には強力な規制が控えて

いるということであります。これは先ほどの繰り返しですけれども、協約も規制の一手法と

してＥＵでは捉えられているように思われまして、そういった形で捉えなければ、機能もし

づらいのではないかというふうに思うところです。 

 最後、１５ページは御参考ということで、これからこういう雑誌が出ますということと、

今回の御報告もこれを参考にさせていただきましたということで、記載をさせていただき

ます。 

 ということで、私からは以上です。どうもありがとうございました。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 それでは、また１０分ぐらいですかね。質疑応答の時間を設けたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

 憲法との絡みでいくと、私も憲法を専門にしていたような気もいたしますけれども、ほか

にも憲法をバックグラウンドにしている先生はいらっしゃると思うので、もちろんその先

生方からも、もちろんほかの方からでもお願いいたします。 

 じゃ、水谷さんですね。お願いします。 

【水谷構成員】  関西大の水谷でございます。御報告ありがとうございました。 

 私からは、２点ありまして、まず１点は確認的なところなんですけれども、曽我部先生が

今日レジュメの中でおっしゃっている国家による介入とか、あるいは規制というふうにお

っしゃっている部分があると思うんですけど、もうちょっと具体的には、どういう手段を想

定されているのかという点をお伺いしたいと思います。つまり、当然、表現内容規制とかは

先生お考えになられていないだろうということは私も承知しておりますし、あるいは、プラ
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ットフォームに、例えば、特定のコンテンツに関して個別の削除義務を課すみたいな手法と

いうのは恐らくかなり議論があるところかなというふうに思いますので、透明性とかマル

チステークホルダーのお話があったかと思いますけど、実際どういう形で関与していくの

かという点についてお伺いしたいというのが１点です。 

 もう１点は、マルチステークホルダー的なところと関係をしてくるんですけども、最近、

私もプラットフォームに対して、政府・国家がどういうふうに関与すればいいのかというよ

うなことを考える際に、やっぱりプラットフォームを取り巻くポリティクスといいますか、

プラットフォームも実は現状も野放しになっているわけではなくて、いろいろなアクター

から影響力を受けているという視点を持つことが重要だろうと思っています。もちろんそ

のうちの強力なものの一つに国家による法規制があるわけですけれども、例えば、この検討

会でも、デマネタイゼーションが重要だという話が出ていますが、やっぱり広告主の影響と

いうのは無視できない。特にプラットフォームは経済市場の影響をかなり強く受けますの

で、国家としても、直接何か義務づけをするというよりは、そういう市場に間接的に影響を

及ぼして、プラットフォームの環境管理に対して是正を設けていくという方向もあるかな

というふうに思いますが、いかがでしょうか。以上の２点になります。よろしくお願いいた

します。 

【山本（龍）主査】  お願いします。 

【曽我部構成員】  ありがとうございます。今、２点いただいた点について、あまり明確

なお答えができないのですが、まず１点目、介入、規制というけれども、具体的にはどうい

うものかということなんですが、一つは、憲法上は特定されていないので、そこは選択の幅

は広いということがあります。 

 その上で、もう少し具体的なものとしてどういうものがあるかというのは、これについて

今回具体的なことを申し上げる用意はなくて、基本的には先ほどのこの検討会、あるいはワ

ーキングで具体的にあがっているような様々な諸施策というのが候補になるだろうという

ことですね。先ほどみずほリサーチ＆テクノロジーさんから御紹介いただいたようなもの

も含め、その中で日本に適したものがどういったものかということが、今後検討されていく

のだろうと思います。 

 今日の御報告の主眼としては、そういったものも憲法の要請を受けたものなのであると

いう評価づけをしたいということが一つ大きなもので、具体的な政策について、具体的な評

価をするという意図までは今回はないということです。 
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 また、内容規制とか削除義務についても御言及があったのですけど、学説の役割だと思う

のですね。例えば、削除義務を課したときに、これが表現の自由とどういう関わりがあるの

かということについては、あまり掘り下げられていないと思うんですね。何となく紙媒体の

ときの事前抑制みたいなものとパラレルに考えていたりしますが、しかし、本当にネットの

投稿の削除がそういったものとパラレルなのかというのは議論の余地があると思います。

資料には表現の自由の諸論点についてもう少し考えてみる必要があるというふうに書きま

したが、それは例えばそういうことです。 

 内容規制についても同様で、伝統的な議論をそのままネットの今の世界に移していくこ

とが本当に妥当なのかという点は、学説のほうでもう少し議論をした上で、今後規制をする

ならするというときに生かしていく必要があるかと思いますが、これは今後の学説の課題

かなと思います。 

 それから、国家が市場を通じて、あるいは市場のアーキテクチャーやエコシステムに働き

かけることによって、プラットフォーム事業者等に行動変容を促すということは、幅広い政

策的選択の余地の中の一つとして位置づけられるかと思いますので、水谷構成員のご指摘

はそのとおりだと考えていますが、いずれにしても、どういう規制をすれば、弊害が最も少

なく、かつ効果的なのかということについては、法学的、あるいはその他経済学的な観点等

も踏まえて合理的な設計をしていく話で、そこは最後に申し上げた国家の規制能力の問題

と関わって重要な観点かなと思っております。 

 ということで、不十分かもしれませんが、差し当たり以上になります。 

【水谷構成員】  ありがとうございます。私も先生の御説明で、そういう選択の余地があ

るというところは理解しているんですけど、やっぱり私がアメリカを参考にしながら研究

をやっているからかもしれませんけども、政府権限の限界づけが同時に重要かと思いまし

た。こうした国家関与を進める議論は、政府権力、政府の権限行使の限界づけみたいなもの

もセットで考える必要があるのではないかということ、そしてもう一つ、政府側にも透明性

が必要になってくるんじゃないのかという点が、ちょっと今お話を聞いていて思いました。

ありがとうございます。 

【曽我部構成員】  ありがとうございます。それはおっしゃるとおりです。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 それでは、山本健人さん、お願いいたします。 

【山本（健）構成員】  北九州市立大学の山本です。御報告ありがとうございました。 
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 私は、先ほどの水谷先生とのやり取りとも関連し、国家による過剰な介入を制御する必要

性があるとしても、基本的には曽我部先生がおっしゃった方向性に同意します。この点を踏

まえて、２点、御質問させてください。１点目は、基本的には国家を通じて立憲化していく

という方向性で検討していくのが重要だろうという点には同意なのですが、問題領域によ

っては、ある種の協約モデルの可能性というのもあるような感じはしています。具体的にど

んな問題領域がそれに適合的なのかというのは、今、私の中でこれがこうだというのはない

のですが、生じている問題状況に応じて適切なアプローチを選択していくという方向性が

よいのではないかとも感じており、あまり特定のモデルに縛られる必要もない気はしてい

ます。その辺り、曽我部先生のお考えはどういうものなのかというのをお聞きしたいと思い

ます。 

 ２点目は、最後の国家の規制力の問題のところで、これは非常に私も重要だなと考えてい

るのですが、日本において規制能力を適切なものにしていくに当たって、どういう方向性や

立てつけにしていくのが望ましいのかについて、もし現時点で何かお考えがあれば教えて

頂ければと存じます。よろしくお願いします。 

【山本（龍）主査】  曽我部さん、お願いします。 

【曽我部構成員】  ありがとうございます。方向性に同意いただいているということで、

大変心強く思います。 

 問題領域によっては協約モデルも有効ではないかという御指摘は、それは私も同意しま

すが、ただ、私の問題意識としては、協約というのはモデルではないということを申し上げ

たいわけです。協約というのは、あくまで規制手法の一つであって、モデルではないという

ことですね。あくまで主語は国家であって、国家が規制をしていく中で、伝統的なコマンド

アンドコントロールというのもあるでしょうし、自主規制の要請というようなものもある

でしょうし、あるいはもう少し協約、行動規範を提示して、それに署名させるというような

ものも含めてということもあるでしょうし、その辺は先ほどもお答え申し上げたように、

様々な選択肢があるのだろうと思います。 

 ただ、日本の場合は、積極的な選択の結果として自主規制を要請しているわけではなくて、

結局、現実的に取り得るのがそれにとどまるというような側面もあるかなということが若

干気になっておりまして、そのこととの関係で、国家の規制能力ということを申し上げてい

るわけです。 

 ただ、日本でそのための道筋はどうかという大変厳しい御質問かと思うんですが、なかな
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か難しいですが、例えば、日本でも公正取引委員会など、一定の調査能力であったり、執行

能力を有する行政機関というのもないわけではないんです。もちろん公取委も、他国のカウ

ンターパートと比べれば、まだなお体制が十分なのかという御指摘はあるのは承知してい

ますけれども、日本の行政機関でもそれなりのものがあるということは実例としてありま

すので、これは独立行政委員会にするかどうかという話とはまた別に、リソース面で工夫の

余地というのはあるのではないかなというふうに思っておりますが、この辺は、宣伝で恐縮

ですけれども、『法律時報』の特集で巽智彦先生に御検討いただいておりますので、また後

日、御覧いただければと思います。 

【山本（健）構成員】  ありがとうございました。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございました。 

 それでは、森さん、お願いいたします。 

【森構成員】  御説明ありがとうございました。何というんでしょうか、本当に勉強にな

りましたし、衝撃を受けました。こういう議論にふだんから接する機会がなく、不勉強によ

るものですが、衝撃を受けました。やはり情報空間の健全性の確保について、国家が責務を

負うというのは、文字づらだけを追うとすごく衝撃的ですし、しかしながら、お話を伺って

すっかり納得したといいますか、現在、現状においてはそういうふうにいろいろなところで

考え方をアップデートしていかないといけないんだなというふうに本当に共感をいたしま

した。ありがとうございました。 

 ２つお尋ねしたいと思っていまして、国家の責務として、プラットフォーム規制を、知る

権利の現代化の一部として、そういうことをやる責務があるんではないかと。全くおっしゃ

るとおりだと思うんですけれども、プラットフォーム側について、プラットフォームを憲法

的にどう捉えるかという問題ももちろんあるかと思って、多分、そういう御言及ってあるん

だと思うんですけども、私が知らないだけで。例えば、報道機関は、憲法上、報道の自由を

享受していますけれども、それは憲法的な一定の役割の期待が報道機関にあるから、報道機

関が一定の行為をしなければいけないということが前提にあって、報道の自由というもの

を特別に確保しているのではないかというふうに思っています。 

 そうだとすると、プラットフォームも一定の役割を負っている。一定の役割を期待してい

る。検索についてですけれども、曽我部先生もよく判批をお書きになって、私も拝読しまし

たけれども、検索事業者が知る権利について一定の役割を果たしているというような平成

２９年の最高裁の判断もありました。そんな中で、デジタルプラットフォームの憲法上期待
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される役割というのは当然生じているのではないかと思いますので、報道機関とはかなり

違う。自ら報道機関とは、報道機関の役割とは、報道機関全てそういうメッセージを出して

いますけれども、デジタルプラットフォーマーはそういうことはしていない。全くしておら

ず、言ってしまえば、アテンションエコノミーにそっくり乗る形で、そこで収益を上げてい

る。それは株式会社だから当然なわけですけれども、しかしながら、憲法的に見れば、やっ

ぱりそういうデジタルプラットフォームにも一定の役割、制約されるべき原理というもの

が、ここではないとお書きで、もちろん国とは全然違うと思いますけども、何かしらあって

もおかしくないのかなというふうにちょっと思いましたので、それはいかがでしょうかと。

恐れながらいかがでしょうかということが１点目でございます。 

 ２点目は、ちょっとシンプルなお話なんですが、今日の御発表の最後に、行政機関がリソ

ース不足なんだというお話がありましたけども、ここでおっしゃっているリソース不足と

いうのは、これは人的リソースということなんでしょうか。それとも、ほかのリソース、例

えば、エンフォースメントの手段として制裁金みたいなものがあるとか、そういうことも含

まれているのかということについて教えていただければと思います。 

 以上です。 

【山本（龍）主査】  曽我部さん、お願いいたします。 

【曽我部構成員】  大変重要な御質問をいただきまして、ありがとうございます。 

 １点目のプラットフォーム側の自由をどう捉えるのか、あるいは憲法的な役割をどう捉

えるかという御指摘についてですが、報道との対比でコメントいただきました。先ほど冒頭

では省略をしたのですが、この資料でいうと１１ページ目でその点に言及しておりまして、

最高裁は、情報流通の基盤として大きな役割を検索サービスは果たしているというような

判示をしたことは御案内のとおりですが、当時、私の方でコメントをしまして、指摘をして

いたのを今回思い出したんですが、あのときに最高裁が検索サービスを情報流通の基盤だ

と位置づけたのは、何か規範的要請があってそうなっているのではなくて、結果として当時、

あるいは今でもそうですけども、そういう役割を現に果たしているという評価に基づいて

いるということですね。私は当時、そこの危うさを少し感じたというのが、今、この資料で

引用している部分なのですけども、報道に関しては、まさに報道倫理というものがあり、報

道の使命というのがあって、そこから報道機関の行動様式というのが規定されているとい

うのは自他ともに認めるところで、憲法もそこを認めて、報道の自由というのを特別扱いし

ているという構造があると思います。 
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 これに対して検索サービスに関してはそうではなくて、言わば、極端に言えば、たまたま

そういう機能を果たしているということです。例えば、検索サービスの中立性も、別に規範

的にそうなっているわけではなくて、たまたまそうなっているということですから、そうい

う意味では非常に事実上のものであるということで、そこに検索サービスその他のＤＰＦ

と報道機関との大きな違いがあるのではないかというのが、今回思ったことになります。 

 したがいまして、プラットフォーム事業者に規制をかけていくというときも、あくまで外

在的なものとして規制をかけるという、そういう立てつけになっていくのかなとは思いま

すが、いずれにしても、今１１ページの下に書いていますように、諸論点を改めて見直しつ

つ、国家介入の限界を再考する作業というのが今後求められていくのかなと思っています。 

 それから、もう一つ、リソース不足に関しては、これは人的なものなのか、権限的なもの

なのかということを御指摘いただいたんですけども、基本的には包括的にもろもろを含め

て考えておりまして、人的な、単純に人員のスタッフの数もそうですし、専門的能力もそう

ですし、予算もそうですしといったところもあります。権限というのは、むしろ実体的な規

制というほうに係るかもしれませんけれども、権限がないということも、当然、リソース不

足の意味合いに含まれるかなとは思いますが、仮に権限があったとしても、人員とか予算が

足りなければ十分に行使できないということがありますので、根本的には人員とか、人員の

数、質、それから予算といったようなところがメインになるのかなというふうには思います。 

 以上になります。 

【森構成員】  ありがとうございました。２点目については大変よく分かりました。 

 １点目につきましては、たとえ事実上とはいいながら、大きな役割を果たすに至っている、

無自覚的にでかい山を踏んでいることによって、何か制約の原理が出てくるのではないか

というふうに思ったわけですけれども、もう少し勉強してみたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

【曽我部構成員】  そうですね。やっぱり影響力が大きいということだけで、確かに常識

的に考えれば、影響力が大きいので公共性があるわけで、一定の節度が求められるという議

論は可能だと思うんですけれども、今回フォーカスしたのは、原理的、内在的にそういった

要請に服するのかというところでして、その点では違いが生まれてくるものと思います。 

 ただ、その区別をすること、つまり、原理的、内在的な要請なのか、影響力を持っている

ことから来る外在的な要請なのかという、区別すること自体にどれだけ意味があるのかと

いう、そういう問題もあるかもしれませんので、そこはまた御議論させていただければと思
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います。 

【森構成員】  ありがとうございます。曽我部先生の御趣旨は、つまり、社会契約みたい

なものがないという意味での国家との違いというのは私も伺っていてよく分かりましたし、

なるほどと思いました。やはりどちらかというと、人々の権利とか、そういうことに対して

の影響という、ボトムアップ的に考えた場合に、憲法からしても、そういう事実上の強力な

ものに対する何かというものが憲法的にもあるのかなと、ちょっと素人的に考えたという

ことです。ありがとうございました。 

【曽我部構成員】  ありがとうございました。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 それでは、生貝さんと落合さん、手短にお願いできればと思います。よろしくお願いいた

します。 

【生貝構成員】  ありがとうございます、大変貴重なお話。簡単に御質問を１つと、もう

一つ感想を簡単に１つというところでございます。 

 まず、１３ページ目のところで、メディアの多元性、これは極めて重要であると感じてお

り、そしてまた、それと近い問題として、プラットフォームの多元性という問題が恐らくあ

るのだと思います。そうしたときに、多元性を確保するためには、例えば、新しいプラット

フォームが参入しやすくなるという競争政策的な手法もあるでしょうし、他方で、しかし、

例えば、アメリカでこの分野で活発に根強く議論されている方法として、ＳＮＳのコンテン

ツモデレーションのレイヤーを水平的に分離して、そこに対してインターオペラビリティ

ーを確保して、様々なモデレーションのパワーが参入しやすくするといったような手法な

んかも考えられていたりする。そういったものはあくまで一例でございますけれども、まさ

にプラットフォームの多元性というものを、憲法的にはどのように捉えていくべきなのか

ということについて、もしお考えがあればというのがまず１つでございます。 

 ２点目は簡単に感想として、次の１４ページのところで、まさに規制能力というものが極

めて重要である。そして、さっきちょっと１個目の発言で申し上げたとおり、欧州等のアプ

ローチとして、やはり規制能力の限界といったものを、外部の研究者であるとか、場合によ

っては、ファクトチェッカーであるとか、そういった多様なプレーヤーの力を制度の中に埋

め込んでいくことによって、まさに規制能力の補いというものをしようとしているのかと。

どうも最近、欧州の状況を見ていると、そういうものを指して共同規制と呼ぶ方向性が強い

のかなということも感じており、ここは自分自身、よく勉強してまいりたいと思います。 
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 以上です。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

【曽我部構成員】  よろしいですか。 

【山本（龍）主査】  お願いします。 

【曽我部構成員】  ありがとうございます。２点目の外部の力を借りるというのは、まさ

に私も同様に重要なことだと思っておりますが、当時に、その前提として、ハブとなる存在、

司令塔のような存在として行政機関が機能するというようなことも重要かなと思っており

ます。 

 １点目のプラットフォームの多元性に関しては、私も以前どこかで書いたこともあるの

ですけども、国家の介入の一つの手段として市場の力を借りるという話がさきほどありま

したけれども、そういった中で、多元性を確保することによって、プラットフォームの適正

性を結果として促していくという、そういうアプローチは重要ではないかと考えておりま

す。ただ、現在、プラットフォームの多元性がかなり失われてきている状態もあるので、な

ので、例えばコンテンツモデレーションに介入するといった話にシフトしてきているのか

なという感想もございます。 

 他方で、御提案いただいた、コンテンツモデレーションをそれ自体としてレイヤー化して

複数化するというアプローチなんですけども、これはあり得る規制かとは思うんですが、他

方で、これは先ほど来議論になっているプラットフォーム側の憲法上の権利というのもあ

りますので、それとの関係でどう評価されるのかということですね。例えば、これは内容規

制に当たるのではないかとかいう評価になったときには、伝統的な憲法論では、かなりハー

ドルが上がるということになってしまいますので、これは内容規制に当たるのかどうかと

いう議論も必要でしょうし、他方で、こういうタイプの内容規制が伝統的な厳格審査になる

のかという表現の自由の一般論のレイヤーでも議論が必要かなと思います。規制の選択肢

としてはあるかなと思うんですが、その辺りの検討をしないといけないのかなとは思いま

す。 

【生貝構成員】  ありがとうございました。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 それでは、最後、落合さんに、すみません、また手短にお願いできればと思います。 

【落合構成員】  どうもありがとうございます。私も、構想の文脈も含めて大変勉強にな

りました。 
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 １つ申し上げたかったことは、山本健人先生や、森先生ですとか、皆様の組織的な視点、

行政側の能力については、既に御質問、御議論いただきましたので、私のほうから１つでご

ざいます。今回のプラットフォームに対して様々な要請を行っていくという議論を進めて

いくことが、どちらかというと事後型の規制を行っていた部分を、事前規制のほうに少し寄

せていくところも出てくるようにも思っております。 

 こういった事前型の規制にしていくときに、憲法上の価値との関係でどういったことを

考慮しておくことが必要なのかについて、先生にこの注意点といいますか、今後の議論の注

意点になるのかなとも思いますので、ぜひ教えていただければと思いました。 

【山本（龍）主査】  お願いします。 

【曽我部構成員】  ありがとうございます。貴重な御指摘、ありがとうございました。 

 事後規制から事前規制に移っていかれ、事前規制の要素が強まっていくということにつ

いては、必ずしも今回意識はなかったのですが、事前か事後かというよりは、むしろこれは

水谷先生のお言葉でいうと環境アプローチということで、情報空間のエコシステムあるい

はアーキテクチャーに働きかけるようなものというのを一つの柱として考えているところ

で、こういったものが事前規制なのか事後規制なのかというと、ちょっとよく分からないと

ころがあるかなとは思います。ただ、環境に働きかけていく場合には、必ずしも個別のアク

ターの、個別の基本権を制約するということではないので、そういう意味では、憲法上のハ

ードルというのは必ずしも大きくないものが多いのではないかとは思います。 

 他方で、コンテンツモデレーションに介入していくというようなことになっていきます

と、これはプラットフォーム事業者、あるいは実際のユーザーの表現の自由とも関わってき

ますので、これは正面から憲法問題になっていくと思います。ただ、その際にも、これは直

前に申し上げたとおり、表現の自由に関しては、様々な再検討をする余地もあるかと思いま

すので、それも含めて考えていくということにはなるかと思います。 

 ということで、問題意識が受け止められていないかもしれず、大変申し訳ありません。 

【落合構成員】  ありがとうございます。コンテンツモデレーション以外は、どちらかと

いうと環境に対する働きかけということもあるので、正面から問題になるような個別のア

クターの行為に対する権利に対する制限ないし規制になるようなものではなく、どちらか

というと、コンテンツモデレーションの文脈の場合により注意をして、議論をしていくべき

であると思いましたので、大変参考になりました。ありがとうございます。 

【曽我部構成員】  そこはそのとおりだと思います。 
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【山本（龍）主査】  ありがとうございました。 

 私も幾つかいろいろとお聞きしたいこともあるんですけど、時間の関係で、取りあえず一

旦ここまでとさせていただきたいと思います。曽我部さん、ありがとうございました。 

【曽我部構成員】  ありがとうございました。 

【山本（龍）主査】  それでは、続きまして、藤代先生より御発表をお願いしたいと思い

ます。すみません。時間が押しておりまして、２０分ぐらい厳守でお願いできればと思いま

す。藤代さん、よろしくお願いします。 

【藤代教授】  法政大学社会学部の藤代です。今日はこのようなワーキンググループでお

話しする機会をいただきまして、ありがとうございます。「偽・誤情報とフェイクニュース

対策の方向性」というやや漠然としたタイトルになっていますが、御容赦いただければと思

います。 

 私の現状認識から、お話しします。能登半島地震、その前の福島原発の処理水の海洋放出、

それから、つい先日は堀江さんとか前澤さんの偽広告に注目が非常に高まっていて、

２０１６年のアメリカ大統領選挙のフェイクニュース問題では、国内はやや対岸の火事的

なところがありましたが、本当に対応が求められている状況になってきたと感じています。 

 先ほどの曽我部さんの話とも関係するところですが、プラットフォーム企業（ＰＦ）に自

主的な取組を求めているけれども、ＰＦはの対応は不十分である。だとしたら規制をするし

かないという流れが強まっているように思います。 

 ２０１６年からずっとこの問題をウオッチしてきましたが、当初、規制というものに非常

に抑制的だった議論が、規制前提になっていることに、ある意味、危機を感じているところ

です。しかし、私自身も、規制をするならばという前提にならざるを得ない状況であること

は理解しているところです。 

 そのときに、誰にどのプレーヤーにどのような規制をするのかということが、十分に検討

されていないというか、整理されていないのではないかと考えています。つまり、デジタル

（ネット）空間の情報というものの位置づけが混乱していて、それをＰＦのパワーが強いか

ら、一つとしてまとめて考えてしまうから、表現の自由とか、国家介入の危険性というもの

がむしろ高まってしまっているんじゃないか。その原因として、フェイクニュースと偽・誤

情報は異なっているにもかかわらず、国内議論において混同されてきたということをお話

しします。 

 最初に結論を述べておくと、ニュース、コンテンツ――コンテンツというのは、先ほどの
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話でいくといわゆるＤＰＦ、Ｘとかフェイスブックの一般ユーザーの投稿が行われるコン

テンツ、それから広告、この３つに分けて対応していく必要があると考えています。つまり、

偽・誤情報というのは、インターネット投稿コンテンツの問題である。フェイクニュースと

いうのは、ニュースの問題である。偽広告は広告の問題であると区分して対応策を整理する

ということです。 

 先ほど曽我部先生のお話を聞いていても、健全性というのがどういうものかが十分に議

論されないまま、憲法上の責務として国家の介入を認めるということになれば、もしプーチ

ンとか習近平みたい人が国家のトップになると、一気に統制国家化するという危険性があ

るわけですね。それはインターネット空間をひとつと捉えているからであって、介入を最低

限するとすれば、やはり分割してどこに介入するか、何に介入するかということを検討して

から話をしなければいけないと考えています。 

 まず、フェイクニュースはニュースの問題であることは言われています。これを偽・誤情

報と混同しているのは、先行研究を十分に検討せずに検討会が行われているということで、

これに対してはフェイクニュースを研究している立場として厳しく指摘をしておきたいと

思います。フェイクニュースなのか、偽・誤情報なのかはそれなりに分類されているわけで

して、ここはきちんと押さえて議論していただきたい。 

 もう一つ、規制を検討するに当たっては、やはりその国々のメディア環境を踏まえた対策

が必要であろうと考えています。先行事例として、生貝さんとかが様々に情報提供していた

だいて、ＥＵの取組、それから、アメリカ等が比較されるわけですが、ヨーロッパ諸国とア

メリカと日本のメディア環境というのは違います。ヨーロッパはニュースの信頼が高い国

から低い国までありますが、日本は中位で安定しています。オンライン上においては、ＬＩ

ＮＥヤフーのような非常に強力なニュースプラットフォームが存在しているのが、ほかの

国とは大きく違います。 

 そして、テレビは依然としてパワーがありますし、新聞は低下していますが、まだ全国紙

も地方紙も存在している。メディアの環境としては、アメリカとかヨーロッパとは全く違う

状況があります。なので、このようなメディア環境を踏まえた上で、対策とか規制を検討す

る必要があります。これがきちんと検討されていないと、何かよく分からない、全く違う意

味を持った規制が展開されてしまうのではないかと危惧を持っています。 

 世界的に見ると、日本はニュースの信頼とかメディアの信頼は比較的高い。とはいえ、ネ

ット上では「こたつ」記事のような不確実性の高いニュースがあります。報道の自由は憲法
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で保障されていますが、それを自ら放棄するような新聞社やテレビ局による低品質なニュ

ースが展開されている現実はあります。 

 ニュースプラットフォームは比較的国内企業が中心で、海外企業が中心で対応が不十分

なＤＰＦとは異なる状況にあります。ＮＰＦが協力というか、きちんと対応してくれれば、

ニュースの正確さとか信頼性とかは、より高まっていく可能性があるのではないか。自主的

な取組での実現可能性がある。 

 現状のニュース生態系におけるガバナンスについては、法とコンピューター学会の「フェ

イクニュース対策に必要なニュース生態系のガバナンス」に書いたので、また興味がある方

は読んでいただければいいと思うのですが、ここで注目するべきは、法的な規制があるテレ

ビではなくて新聞でして、新聞は様々な事前的な取組、デスクが原稿を確認したり、校閲を

持っていたり、自主的な取組を行っています。 

 しかし、ネットメディアやニュースプラットフォームは、ほとんど事前的な取り組みを行

っておらず、事後的な取組も不十分です。これが低品質なニュースが展開され、一般的なコ

ンテンツとまとめて対応しなければならない元凶ではないかと考えています。 

 なので、新聞のような自主的な取組がネット上にも展開されることが望ましい。 

 一方、これを阻む何かがあるとすれば、ニュースを掲載するＮＰＦは、プロバイダ責任制

限法（プロ責）上の発信者に該当しないとされている部分です。プロ責の問題は、まさにこ

このワーキングで検討されている先生方に、ＮＰＦが発信者として責任を有するように、何

か対応できないかを御検討いただきたいところです。 

 ＮＰＦとニュースメディアだけでニュースの信頼性を向上させるのは難しいかもしれな

いので、第三者機関のような民間の取組を立ち上げて対応することも重要です。ＧＤＩとか、

海外ではニュースガードもありますので、第三者機関がガバナンス等の取組を確認して、そ

れを利用者に提供し、利用者側がそれをチェックできるスキルを持つように教育プログラ

ムを展開することによって、ニュースリテラシーが向上する。それによりニュース生態系は、

ニュースメディア、それからＮＰＦ、第三者機関、利用者間の相互作用によってニュースの

信頼性が向上するというようなニュースガバナンスの構築のやり方があるのではないかと

考えています。なので、ここは規制の対象外とする。 

 コンテンツ、ソーシャルメディアの投稿とか、インターネットの掲示板、ここが今問題と

して議論されているところです。 

 ＰＦによるコンテンツモデレーションには私は実は反対でして、コンテンツモデレーシ
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ョンには検閲とか世論誘導の危険性も存在しているし、現にアメリカ等では、ある特定の方

向に対してコンテンツモデレーションが行われたという批判が起きています。ＰＦによる

コンテンツモデレーションの透明性向上をどう取り組んでいくかが課題になってくると思

います。 

 法的にどう規制するかというのはちょっとここでは置いておいておきます。なぜかとい

うと、広告部分をグリップすることで、コンテンツ部分はかなり改善できるのではないかと

考えているからです。 

 現状の広告のガバナンスは不十分です。広告は偽・誤情報、フェイクニュースを駆動する

エネルギーとなっています。広告が表現の自由なのかどうかは議論があるところだと思い

ますが、一般ユーザーの投稿に比べると、それは低いと言わざるを得ないと考えています。 

 なので、広告側から規制を行いアテンションエコノミーによる偽・誤情報、フェイクニュ

ースの駆動を抑止するという規制の在り方を検討してもいいのではないかというか、検討

すべきであると考えています。 

 検討会で広告業界の方々がプレゼンテーションしている資料等を拝見したわけですが、

一定の取組をされていることは間違いなく、危機意識を持たれているというところは理解

しているところですが、十分に実効性を持った取組がされているかというと、そうではあり

ません。 

 例えば、フェイスブックもＸもＪＩＣＤＡＱのブランドセーフティの認証事業者です。偽

広告が出ている状況では、この認証は無意味だとはっきり言っていいと私は思っています。

広告業界は、プラットフォームは言うこと聞いてくれませんとかではなく、認証を取り消す

などの対応をすべきです。広告業界が、規制が嫌なのであれば自分たちで対策を強化してい

く必要があります。 

インターネットの投稿は事後的であり、広告も同様です。ただ、既存メディアでは広告は

考査という事前審査プロセスがあるわけでして、インターネット広告も事前審査にすれば

いい。そうすれば、かなり状況はよくなると思いますし、コンテンツ部分への規制も限定的

になるでしょう。まず広告をどうするかを考えるべきです。 

 図ではファクトチェックを広告対象にはしていません。コンテンツに対するファクトチ

ェックの結果が広がっていくのは大事なことですが、ファクトチェック団体のパワーが必

要以上に上がるのも、あまりよろしくない。広告については広告業界がやるべきであって、

問題をきちんとプラットフォームに伝えて、ＰＦが広告を停止するなどの流れをつくるの
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がよいでしょう。 

 もう一つは、規制ではなくて、銀行口座とかクレジットカードといった資金の流れの面か

らの対策を金融庁でも検討するべきと思っています。 

 私はジャーナリスト出身なので、なるべく規制ではなく、自主的な取り組みでの対応を望

みます。駆け足になりましたが、時間も少ないと思いますので、私の説明は以上になります。

ありがとうございました。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございました。これで質疑応答の時間が大分確保できま

した。ありがとうございます。大変助かりました。 

 それでは、今の藤代さんのプレゼンに対しまして御質問、コメントがありましたら、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 じゃ、落合さん、お願いいたします。 

【落合構成員】  どうもありがとうございます。大変勉強になる御説明をいただきました。 

 １つ、特に先生のお話の中で関心を持ちましたのが、広告に対する規制の部分です。おっ

しゃっていただいた中で、広告に関する規制をしっかり行っていくということで、ある程度

減らすことができるのではないかという御意見をいただいたと思っております。その中で

一つ、要するに、事前に広告を見ないで流したのであれば、その広告の内容に違法なものが

あった場合に、免責を簡単に認められないような形の規制が必要ということをご示唆され

たちょうに思いました。民事責任であったり、それとも行政法上の義務違反になるような形

にするのかは、いろいろ考え方があるかとは思いますが、いずれにせよ事前審査を適切に行

っていなければ、何らかサンクションを受けるような対策が適当なのではないかというこ

とになるかと思いましたが、先生のほうでお見立てはいかがでしょうか。 

【山本（龍）主査】  藤代さん、お願いします。 

【藤代教授】  御質問ありがとうございます。広告業界が自主的な取組を強化しても、Ｄ

ＰＦが言うことを聞かなそうだという状況は検討会で見えてきたと思います。そうであれ

ば、ＤＰＦの広告に対する何らかの法的規制を検討する必要はあるでしょう。その中身につ

いては、私は法律の専門家ではないのでここのワーキンググループでも検討していただき

たいです。繰り返しになりますが、既存メディアでは広告の事前考査をやっているわけなの

で、ネットでできないということはないでしょう、国内から広告を出す際に事前考査するや

り方がないのかとか、消費者庁の関連法案とかも関連するような気がしますので、一概に言

えませんが、できれば共同規制的な形で広告の事前考査を自分たちでやる方向に持ってい
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くのが、望ましいと考えています。 

【落合構成員】  分かりました。大変分かりやすいお答えで。放送のほうも、あまり細か

い考査の方法というのは定めていない部分がありますので、そういう意味では、極めて広い

意味では共同規制的なものだろうとは思います。多分それとはまた若干違うことにはなる

んでしょうが、プラットフォームに対する規制という意味でも大変参考になる御示唆をい

ただいたと思っています。ありがとうございます。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 それでは、森さん、お願いいたします。 

【森構成員】  御説明ありがとうございました。広告をしっかり審査すべきであるという

ところは全くおっしゃるとおりだなと思って伺っておりました。 

 私、お聞きしたいのはちょっと細かいことでして、プロ責法をニュースプラットフォーム

に適用するのがいいのではないかというお話があったんですけども、これはプロ責法のど

の部分を適用するということなのか、ちょっとよく分からない。御趣旨とお話の流れからす

ると、どっちかというとニュースプラットフォームも責任を負うべきだみたいなお話だっ

たのかなと伺っていましたので、そのどの部分なのかということが分かりませんでした。 

 もう一つは、ＪＩＣＤＡＱ認証のところなんですけれども、ＪＩＣＤＡＱ認証の考え方と

いうのは、基本的にはよくないメディアに広告を出さないようにしようと。そういう動きで

ございますが、それについての、もうちょっとこうすべきではないかというのは、それはど

ういう御趣旨だったのかということなんですが、どちらかというと、広告に問題がある。メ

ディア側の問題ではなく、出稿される広告に問題がある場合をどうすべきかという話だっ

たんじゃないかと思いますので、ちょっとＪＩＣＤＡＱ認証との関わりのところをもう一

度教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします。 

【藤代教授】  ありがとうございます。ここはちょっと駆け足で話したので、分かりにく

かったところがあったかもしれません。今回はプラットフォームとニュースプラットフォ

ームを分けるという提案になっています。先日、俳優の方がヤフーニュースの責任を問うた

裁判がありましたが、そこではヤフーはプロバイダ責任制限法における情報媒介者と位置

付けられていて、ニュースも一般ユーザーの投稿コンテンツと変わらない状態です。 

 しかし、これは違うんじゃないかと。ニュースに関わるプラットフォームは、きちんと発

信者、メディアとしての責任を有することが望ましい。なので、ＮＰＦをプロバイダ責任制

限法の発信者と捉えるなどしてプロ責の免責対象外とすべきと考えているということです。 
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 なぜかというと、ニュースプラットフォームと一般プラットフォームは決定的に違うこ

とが実はありまして、それは規約に同意しただけで誰でも投稿できる一般プラットフォー

ムとは異なり、ニュースプラットフォームとは契約を行い、例えば、ニュースを何本配信す

るとか、ニュースに対して幾ら払うということが必要です。ニュースプラットフォーム側が

契約を打ち切ったら、そのニュースはネット上に存在しなくなるという、特権的な立場も有

しています。 

 ここはもっときちんと考えるべきだと思っていて、さっきネット上のニュースの多元性

といった話がありましたが、ニュースプラットフォームがネット上のニュースを決めてい

る現実というものに対して、何ら責任を持たないという、非常に無責任かつ優位な立場にあ

るわけです。それが「こたつ」記事のような低品質なニュースを生む要因でもある。ＮＰＦ

をプロ責の免責対象から外してしまえば、シンプルに表示しているニュースに責任を取ら

なければいけなくなるので、かなり状況が好転する。フェイクニュース対策として機能する

と考えています。なので、ニュースとコンテンツを分けて皆さんに議論していただきたいで

す。 

 もう１個ですが、ブランドセーフティ認証の認証事業者ですと、ＪＩＣＤＡＱが公表して

いるわけなんですね、フェイスブックもＸも。海外認証を適用して認証しているわけですけ

ど、前澤さんとか堀江さんの偽広告が出ているのは、フェイスブックとかＸです。となると、

その認証制度は何なのですかと言われても仕方がないですよねということを言っています。

認証制度が機能不全なら規制をせざるを得ない。 

 一方、認証制度で何かコントロールできるのであれば、それは規制をちょっと緩やかにす

るとか、しなくても自主的な取組に委ねてもいいだろうというふうに考えられるのではな

いかということです。 

【森構成員】  ありがとうございました。前半は、すみません、私の勘違いでした。配信

事業者の責任というやつですかね。要するに、一般投稿じゃない、報道をプラットフォーム

として発信する場合には、その発信事業者も責任を負うべきだという。むしろプロ責を外し

て、正面から差止め、損害賠償請求の対象にしろという御趣旨だったというのはよく理解で

きました。 

 ２番目は、ちょっと十分に理解できなかったんですけども、でも、御趣旨は分かりまして、

要するに、ブランドセーフティといったって、メディアの安全性といったって、あんなひど

いことになっていたら、その認証を出していること自体がやばいだろうと。どんな広告を扱
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っているかということも問題があったら、もう落としたほうがいいんじゃないかという、そ

ういう感じですかね。 

【藤代教授】  はい。ありがとうございます。 

【森構成員】  分かりました。ありがとうございました。すみません。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 それでは、水谷さんですかね。お願いします。 

【水谷構成員】  御報告ありがとうございました。さっきの曽我部先生の御報告とも関連

するなと思いながら聞いていた部分があって、私自身は、この検討会とかワーキンググルー

プで考えるときに、そもそもこれは表現の自由の範囲外として規制してもやむを得ないと

か、明らかに明確に規制利益のほうが上回るだろうというようなもの、典型的なものとして

は、今、かなり問題になっているなりすまし広告のようなものが挙げられると思いますけど、

そういう部分と、逆に通常の偽・誤情報とか、先生のおっしゃるフェイクニュースもそうか

もしれませんが、そこは規制を入れると非常にまずいというような部分と、これら二つをき

ちんと分けて検討しなければいけないだろうと思っております。そういう意味で、今日のご

報告で挙げられていたニュースとコンテンツと広告で分けて、それぞれガバナンスを考え

るという方法もあり得る話ではないかと思いながら聞いておりました。 

 ただそのうえでの質問なんですが、講学上は確かにニュースと広告とコンテンツという

のは分けられると思いますし、僕も授業でそういう分け方をしてしゃべることもあります

が、実際上の問題として、ニュースと広告とコンテンツってそんなにきれいに分けられるの

か。特にインターネットが普及して、その境界があやふやになっているというところがそも

そも非常に問題になっているわけで、まさにステマをはじめとして広告を装ったニュース

もあるし、それらを区別するための規制、規律みたいなものを考えるというのももちろんそ

うだと思いますけども、それをどういう基準で、そして誰がこの区別を決めるのかという点

について、もうちょっと御教示いただけますと幸いです。 

【藤代教授】  ありがとうございます。ニュースをどう定義するかというのは、メディア

やジャーナリズム研究においては非常に重要なテーマですが、実質的にインターネットで

は、ニュースとコンテンツは異なっています。 

 例えば、ヤフーニュースとかＬＩＮＥニュースは一般ユーザーの投稿とは違う形で表示

されていますし、グーグルでも検索にはニュースというタブがあります。つまり、ＮＰＦが

ニュースという枠に出しているものが事実上ネット上ではニュースになっているので、こ
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こではそう定義をしてもよかろうと考えています。 

幾ら新聞社がニュースだと言っても、ＮＰＦからシャットダウンされれば、ネット上では

ニュースではないということになってしまうという現実もあり、これも何とかしなければ

いけない問題ではあるわけです。そのためにも第三者機関によるレビューはＮＰＦに対し

ても不可欠だと考えます。 

 コンテンツなのにニュースを名のるものとか、広告なのにニュースを名のるものについ

てどうするか、それが多分水谷さんは気になっているのかと思うのですが、広告に対しては

広告のグリップで対応できそうですが、ニュースを名のってユーチューブとかツイッター

でコンテンツを流している人をどう考えるかについては、さらに私としても検討していき

たいと思います。 

 ただ、利用者の接点としては、ヤフーとかＬＩＮＥとか、スマートニュースとかグノシー

とかニューズピックスとか、各既存メディアのニュースサイトとか、それからテレビとか新

聞とか、が日本の場合かなり強いメディア環境にあります。ニュース接触はソーシャルメデ

ィア経由がかなり占めているという国とはメディア環境が違うので、対策の優先順位とし

ては低いと考えています。 

 広告については、ステルスマーケティングの規制、クチコミマーケティング協会の取り組

みが先例としてあるので参考にしながら、広告とコンテンツを分けていくことで、規制の対

象を整理していくことが重要かなと思います。 

一方、水谷さんがおっしゃったように、区分するからこそステルスマーケティングとかニ

ュースもどきのようなものが展開されるであろうという危惧がある。「こたつ」記事もニュ

ースもどきみたいなもので、報道としての特権を「こたつ」記事を書いているスポーツ新聞

等に与える必要はないと考えています。 

自主的な取組が不十分であれば、残念だけれども規制を強化せざるを得ないので、広告業界

や新聞協会、民放連等が危機意識を持ち取組むことで規制をはねのけていくのだという意

識を持っていただき、取り組んでいただくということが重要と思います。 

【水谷構成員】  ありがとうございました。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 それでは、生貝さん、手短にお願いできればと思います。 

【生貝構成員】  大変貴重なお話、ありがとうございました。お時間もあるかと思います

ので、簡単に感想だけという形でというところで、まず、やはり載るものが例えば広告なの
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か、あるいは扱うものがメディアなのか、ないしはそれに対するプラットフォーマーの介入

の在り方はいかなるものなのか、それに応じてしっかりと丁寧に議論をしていくことの必

要性というのは非常におっしゃるとおりだというふうに思いました。 

 といいますのも、やっぱり確かにここでは、比較的ベースとなる水平的なルールの部分に

焦点を当てた議論をしている。デジタルサービス法というのはまさにそういうものであっ

たりする。しかし、イギリスの前回、野村総研から御紹介いただいたOnline Safety Actで

すと、例えば３８条では、オンラインプラットフォーム上の広告に関して特別なデューティ

ーオブケアを課して、最近日本でも議論になっているような詐欺広告に対する特別の義務

というものを課したり、あるいは、テキストではないですけれど、ヨーロッパでオーディオ

ビジュアルメディアになると、それがユーチューブであれ、あるいはＶＯＤであれ、オーデ

ィオビジュアルメディア・サービス指令の垂直的な規律を受けることになるし、あるいは、

さっき曽我部先生からお話のあったメディア自由法の中では、コンテンツモデレーション

からのしっかりとしたメディアの情報の保護というものを特別に規律していたりするわけ

であったりすること、そういったことも様々考えながら、まさにこの水平的な部分と、やは

り特別にこのバーチカルな部分というのを、規律と保護の両方からしっかり考えていくと

いうことは大変重要なんだなと改めて感じたところです。大変ありがとうございました。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 それでは、藤代さん、どうもありがとうございました。 

【藤代教授】  ありがとうございました。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 時間になりましたので、ここまでとさせていただきたいと思います。 

 私も、特に曽我部さんの御報告は、私の専門の憲法にも関わってくるというところで、い

ろいろお伺いしたいこともあったのですけれども、ちょっと時間の関係で、全体の簡単なコ

メントだけさせていただくと、現在もやはりカオティックなと言っていいかどうか分かり

ませんが、情報空間に対しては何かしらの対応が必要だろうと感じております。ただ、他方

で表現の自由にも配慮してそれをやらなければいけないという、このバランスを考えなけ

ればいけないだろうと。その国家の適切な形での関与というのが何かというところで、今日

の曽我部さん、それから藤代さんの御報告というのは大変重要な示唆をいただいたのでは

ないかなと思います。 

 この国家の役割というところで考えなければいけないなと感じたのは、例えば、国家の捉
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え方とか、国家に対する信頼性というところで、ＥＵと日本でどういう差分があるのかとい

うことですね。ＥＵの場合には、Digital Service Actのエンフォースメントについては、

欧州委員会と、各国のＤＳＣですかね、そういった機関の多層的で重厚なエンフォースメン

トの仕組みが国家連合という形ですので、とり得るというところも、日本との違いとしては

考えなければいけない。それから、国家への信頼というところに関しましても、場合によっ

ては、政治への信頼ということかもしれませんけれども、ＥＵと日本とで同じなのかどうか。

こういうところも含めて、しっかり考慮に入れながら、日本における適切な取組について、

今後さらに具体的な検討を深めていかなければいけないのではないかなというふうに感じ

ました。 

 それでは、最後に、事務局から何か連絡事項はございますでしょうか。 

【髙橋係長】  ありがとうございます。次回のワーキンググループ第１５回会合につきま

しては、来週４月１５日月曜日、１５時から検討会第１７回会合との合同開催を予定してお

ります。議事等詳細につきましては、別途事務局より御案内を差し上げます。 

 以上です。 

【山本（龍）主査】  ありがとうございます。 

 それでは、以上をもちまして、「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に

関する検討会」ワーキンググループ第１４回会合を閉会いたします。本日もどうもありがと

うございました。 

 


